
独占禁止法に基づく「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」ガイドブック

大規模小売業告示
～知っておきたい大規模小売業者の取引ルール～
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１　大規模小売業告示とは

２　規制の対象となる取引

大規模小売業者による優越的地位の濫用行為を規制するルール

大規模小売業者（告示備考第１項，第２項） 納入業者（告示備考第３項）

商品の納入
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３　大規模小売業者の禁止行為

大規模小売業者の禁止行為一覧

①　不当な返品 ⑦　納入業者の従業員等の不当使用等

⑧　不当な経済上の利益の収受等

⑨　要求拒否の場合の不利益な取扱い

⑩ 　公正取引委員会への報告
　に対する不利益な取扱い

②　不当な値引き

③　不当な委託販売取引

④　特売商品等の買いたたき

⑤　特別注文品の受領拒否

⑥　押し付け販売等
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①　不当な返品（告示第１項）

大規模小売業者が，納入業者から購入した商品の全部又は一部を返品すること。

具 体 例

例　外

納入業者の責めに帰すべき事由がある場合（第１号）

商品の購入に当たって納入業者との合意により返品の条件を定め，その条件に
従って返品する場合（第２号）

あらかじめ納入業者の同意を得て，かつ，商品の返品によって当該納入業者に
通常生ずべき損失を大規模小売業者が負担する場合（第３号）

納入業者から商品の返品を受けたい旨の申出があり，かつ，当該納入業者が当
該商品を処分することが当該納入業者の直接の利益となる場合（第４号）

う
ち
に
は
何
の
責
任
も

な
い
の
に
…
…
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②　不当な値引き（告示第２項）

③　不当な委託販売取引（告示第３項）

大規模小売業者が，納入業者から商品を購入した後に，当該商品の納入価格の
値引きをさせること。

大規模小売業者が，正常な商慣習に照らして納入業者に著しく不利益となるよ
うな条件で委託販売取引をさせること。

例　外

納入業者の責めに帰すべき事由がある場合

「正常な商慣習に照らして納入業者に著しく不利益となるような条件」とは

具 体 例

具 体 例

SALE
セ
ー
ル
で
の
値
引
き
分
は

納
入
価
格
か
ら

引
か
せ
て
も
ら
い
ま
す
ね
。
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④　特売商品等の買いたたき（告示第４項）

大規模小売業者が，セール等を行うために購入する商品について，通常の納入
価格に比べて著しく低い価格を定めて納入させること。

具 体 例

⑤　特別注文品の受領拒否（告示第５項）

大規模小売業者が，プライベート・ブランド商品など特別な規格等を指定した
上で，納入業者に商品を納入させることを契約した後において，当該商品の受
領を拒むこと。

例　外

納入業者の責めに帰すべき事由がある場合

あらかじめ納入業者の同意を得て，かつ，商品の受領を拒むことによって当該
納入業者に通常生ずべき損失を当該大規模小売業者が負担する場合

具 体 例

ま
だ
売
れ
残
り
が
あ
る
か
ら
、

持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
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⑥　押し付け販売等（告示第６項）

大規模小売業者が，納入業者が購入等を希望しないにもかかわらず，自己の指
定する商品を購入させ，又は役務を利用させること。

具 体 例

「自己の指定する商品」とは

例　外

正当な理由がある場合

本
当
は
い
ら
な
い
ん
だ
け
ど
な
。

今
年
も
当
然
買
っ
て
く
れ
ま
す
よ
ね
。
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⑦　納入業者の従業員等の不当使用等（告示第７項）

大規模小売業者が，自己等の業務に従事させるために納入業者に従業員等を派
遣させて使用すること，又は自己等が雇用する従業員等の人件費を納入業者に
負担させること。

例　外

あらかじめ納入業者の同意を得て，その従業員等を当該納入業者の納入に係る
商品の販売業務のみに従事させる場合（その従業員等が有する販売に関する技
術又は能力が当該業務に有効に活用されることにより，当該納入業者の直接の
利益となる場合に限ります。）（第１号）

派遣を受ける従業員等の業務内容，労働時間，派遣期間等の派遣の条件につい
てあらかじめ納入業者と合意し，かつ，その従業員等の派遣のために通常必要
な費用を大規模小売業者が負担する場合（第２号）
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⑦（続き）

具 体 例

具 体 例

⑧　不当な経済上の利益の収受等（告示第８項）

大規模小売業者が，納入業者に，本来当該納入業者が提供する必要のない金銭
等を提供させること又は納入業者が得る利益等を勘案して合理的であると認め
られる範囲を超えて，金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること。

「本来当該納入業者が提供する必要のない金銭」とは

う
ち
の
商
品
じ
ゃ

な
い
の
に
…
…
。

つ
い
で
に
ほ
か
の
商
品
の

陳
列
も
お
願
い
し
ま
す
。

う
ち
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
無
い
の
に
、

ど
う
し
て
支
払
わ
な
い
と

い
け
な
い
の
？

今
回
も
広
告
宣
伝
費
の

一
部
の
負
担
を
お
願
い
し
ま
す
。
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具 体 例

⑨　要求拒否の場合の不利益な取扱い（告示第９項）

⑩ 　公正取引委員会への報告に対する
　不利益な取扱い（告示第10項）

大規模小売業者が，納入業者が①から⑧の要求に応じないことを理由として，
代金の支払遅延，取引の停止その他不利益な取扱いをすること。

大規模小売業者が，納入業者が公正取引委員会に対し，①から⑨の事実を知ら
せ，又は知らせようとしたことを理由として，代金の支払遅延，取引の停止そ
の他不利益な取扱いをすること。

「その他不利益な取扱い」とは

従
業
員
を
派
遣
し
て

く
れ
な
か
っ
た
の
で
、

今
月
は
発
注
量
を
減
ら
し
ま
す
。
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独占禁止法（大規模小売業告示）違反行為への対処

優越的地位濫用事件タスクフォースについて

○　独占禁止法（大規模小売業告示）違反事件の処理の流れ
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参考①

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄）
 （昭和二十二年四月十四日法律第五十四号）
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参考②

大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な
取引方法
 （平成十七年五月十三日公正取引委員会告示第十一号）
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大規模小売業告示についてのお問い合わせ先

　公正取引委員会では，本局及び各地方事務所等において，大規模小売業告示についての御相談に対応
しています。

事務所名 電話番号

公正取引委員会事務総局　
　経済取引局　取引部　企業取引課 03-3581-1882 （直）

北海道事務所　取引課 011-231-6300 （代）

東北事務所　取引課 022-225-7096 （直）

中部事務所　取引課 052-961-9423 （直）

近畿中国四国事務所　取引課 06-6941-2175 （直）

近畿中国四国事務所　
　中国支所　取引課 082-228-1501 （代）

近畿中国四国事務所
　四国支所　取引課 087-834-1441 （代）

九州事務所　取引課 092-431-6031 （直）

沖縄総合事務局
　総務部　公正取引室 098-866-0049 （直）

インターネットでも，様々な情報を提供しています。是非，御利用ください。
http://www.jftc.go.jp/

2015年 3月


